
 

 

        建設工事におけるコスト表示実施要領 

令和７年１１月１日 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、建設工事における透明性及びコスト意識の向上を図り、地域住

民や歩行者等に説明責任を果たすため、事業実施に係る費用を市民に分かりやす

く表示することを目的とする。 

 （対象） 

第２条 コストの表示対象は、太田市が発注する建設工事で請負金額が２００万円を超

える工事とする。なお、災害復旧等緊急を要する工事並びに工事箇所が市民の目

に触れる機会が少ない等コスト表示の効果が現れにくい工事はこの限りでない。 

 （表示方法及び場所） 

第３条 コスト表示の方法は、別記の方法により工事請負額（消費税及び地方消費税

を含む。）を表示する。 

２ 工事の内容の変更に伴い工事請負額の変更が生じた場合は、コスト表示する額の

書換えは、行わないものとする。ただし、監督員が書換えの必要性を認めた場合は、

この限りではない。 

３ 表示場所については、地域住民や歩行者等の視認性を配慮し、安全に見ることの

できる場所を選定し、設置するものとする。なお、設置した際は、監督員の確認を受

けることとする。 

 （その他） 

第４条 コストの表示は請負業者が行い、表示に係る費用は工事請負額に含めるもの

とする。 

２ 太田市は、表示に必要な情報を請負業者に提供するものとする。 

   附 則 

 この要領は、令和７年１１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別記（第３条関係） 

 

【設置例】（土木工事用）  

 

   この工事は皆様の大切な税金で行われています。 

    

   工事名   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事  
 

   この工事は、１ｍ当り 

     平均 〇万〇千円の費用 
                           で建設しています。 

 

工事担当課   太田市  〇〇〇部 〇〇〇課 

      ＴＥＬ 〇〇〇〇（〇〇）〇〇〇〇 

施  工  者    ○○○○建設株式会社  

ＴＥＬ 〇〇〇〇（〇〇）〇〇〇〇 

 

【工事概要】 

・施工延長          〇〇〇．〇m 

・舗装工             〇〇．〇㎡ 

・〇〇設置工         〇箇所  

 

  【請負代金】          〇〇〇〇〇〇円  

  

  【工事目的】 

   〇〇の新設を行っています。 

 

『みんなの笑顔がすぐそばにあるまち おおた』 

をめざし まちづくりを進めます。 

 

 

備考  ※工事費平均の千円未満は、「切上げ」とする。 

    ※【工事目的】については、当該工事の目的を簡潔に記載して下さ 

い。 

 



 

 

【設置例】（営繕工事用）  

 

   この工事は皆様の大切な税金で行われています。 

    

   工事名   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工事  
 

   この工事は、一式 

     約〇，〇〇〇万円の費用 
                           で建設しています。 

 

工事担当課   太田市  〇〇〇部 〇〇〇課 

      ＴＥＬ 〇〇〇〇（〇〇）〇〇〇〇 

施  工  者    ○○○○建設株式会社  

ＴＥＬ 〇〇〇〇（〇〇）〇〇〇〇 

 

【工事概要】 

・建築工事           一式  

・機械設備工事        一式  

・電気設備工事        一式  

  

  【工事目的】 

   〇〇施設の改修を行っています。 

 

『みんなの笑顔がすぐそばにあるまち おおた』 

をめざし まちづくりを進めます。 

 

 

備考  ※工事費の一万円未満は、「切上げ」とする。 

    ※【工事目的】については、当該工事の目的を簡潔に記載して下さ 

い。 

 


